
令和３年度　小和田地区まちぢから協議会　主要事業の実績表

令和３年 令和４年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１．会議等の実施

★総会 ★

●運営員会 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

▲役員会 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

２．部会活動

● ● ● ● ● ● ● ●

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲５０号発行 ▲５１号発行 ▲５２号発行

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■愛称看板作成 ■愛称看板設置

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ゾーン30交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

盗難・事故防止キャンペーン◆

★防災部会 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

３．特定事業

その他主要な事業

実施

実施

●福祉部会

■辻堂駅西口周
辺まちづくり部会

　市長と小和田
　地区の未来を
　創る会

　相州小出七福
　神巡り

◆東小和田交差点での自転車啓発活動（年間）
◆交通安全部会

▲広報部会

答

令和４年５月１９日

第１回茅ヶ崎市地域

コミュニティ審議会
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認定コミュニティ活動状況資料 

小和田地区まちぢから協議会 

（１） 認定基準への適合に関する資料

認定基準確認表 １ 

規約等  ２～６ 

委員名簿  １７ 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する資料

前年度の活動報告書及び収支決算書   ８～１９ 

当該年度の活動計画書及び収支予算  ２０～２１ 

【参考資料】  

小和田地区まちぢからニュース 

５０号 

５１号 

５２号 

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ９ 日 

第 １ 回 茅 ヶ 崎 市 地 域 

コ ミ ュ ニ テ ィ 審 議 会

資 料 ６ － ２ 



設立趣意書抜粋（地区の特性等） 
（地域背景） 

小和田地区は、辻堂駅西口に近い藤沢市に隣接した総数約４，３００世帯の６自治会からなり

小和田コミセンを拠点にして単位自治会、関係諸団体或いは未組織の活動家が年間を通してさま

ざまな地域活動を展開している。 

辻堂駅周辺地区は大型商業施設の進出で周辺の街環境が一変し車や人の流れがまた人口の増加

によって生活環境が大きく変化してきている。 

その流れはまだ続いており茅ヶ崎市による「辻堂駅西口周辺まちづくり計画」も途上にある。 

これら住宅、人口の密集化は大災害発生時における人命の安全確保の面から最大の関心事とな

っておりその取り組みが深刻で最重要課題となっている。 

関係諸団体はそれぞれの担当課題や地域事業活動に専門的に取り組んではいるが枠を超えた課

題もあって他の団体との連携活動の必要性がふえてきている。 

（趣旨） 

地域の住民や諸団体が、一丸となって自分たちが暮しているまちの真に必要としている課題を

述べあい情報、目標、価値観を共有して事業や活動に取り組んでいきたい。 

今ひとつ十分でなかった諸団体間の横断的協力体制を強め、情報の共有や重要課題、共通課題

を多面から絞り込み既成の枠にとらわれずに解決策や改善策を練り上げていきたい。 

（将来の方向性） 

新しいコミュニティへ向けての脱皮を急がねばならない。 

生活充実や課題解決など住民の「想い」はまちぢから協議会を通してまちづくりへ向かって行

くというみんなの意識の転換が急がれる。 

まちぢから協議会を核とした地域自治システムが機能しやすいように従来仕組みの再編も必

要となってくるだろう。 

効率的で時間的負担が少なく且つ透明性のある連合内組織の確立が急がれる。 

この協議会活動を通して幅広く多くの人たちが交わっていく輪作り＝和づくりを目指してい

きたい。 

住民主体の活動は、自治意識やモラールの高まりとなって住民間の絆を高め必ずや幅広い共

助、近助の基盤向上につながっていくことだろう。 

また、活動していく中でやり甲斐や楽しさも見出しながら新しいコミュニティを軌道へ乗せ持

続的安定した協議会へと発展させていきたい。 



認定基準確認表 

小和田地区まちぢから協議会 

審 査 基 準 基準への適合状況（申請時） 基準への適合状況（Ｒ３年度） 

(1) 

申請書に、主として活動する区域が記載されて

いるか。 

申請書に活動区域の記載あり。 

申請団体の規約に、主として活動する区域が規

定されているか。 

規約第２条に市長が告示する小和田地区を協議会の活

動区域とする旨規定あり。 

・申請時と同様で変更無し。

規約に規定された主として活動する区域が、市

長の告示する区域と合致しているか。 

市長が告示する区域である、審議会ファイル「別図８」

と規約第２条における協議会の活動区域が合致。 

・申請時と同様で変更無し。

(2) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

当該活動区域に有する、市長に届け出た全ての

自治会（以下「全ての自治会」という。）が規

定されているか。 

規約第５条（１）に「市長が告示する小和田地区に属

する単位自治会の代表」が委員である旨記載あり。 

・申請時と同様で変更無し。

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、全ての自治会が構成員であること

が明確であるか。 

市長に届け出た自治会は「地区別単位自治会の名称」

のとおり６自治会あり、名簿に、「地区別単位自治会の

名称」に記載されている全ての自治会名が記載されて

いる。 

・別紙名簿のとおりいくつかの自治会で会長の変

更はあるものの、申請時と同様に全ての自治会が

構成員となっている。 

(3) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する

条例施行規則第３条第１項各号に規定された

団体が規定されているか。 

規約第５条（３）～（１３)に規定あり。 

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニティ

（３）小和田地区社会福祉協議会 

（４）小和田地区民生委員児童委員協議会 

（１３）みんなのこわだボランティアセンターの代表

◆文化、芸術又はスポーツの振興を主たる目的とする

コミュニティ

（７）松林地区体育振興会 

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的とするコ

ミュニティ

（５）小和田小学校区青少年健全育成推進協議会 

（６）松林学区青少年育成推進協議会 

（８）小和田小学校ＰＴＡ 

（９）松林小学校ＰＴＡ 

（10）赤羽根中学校保護者と教師の会 

（11）松林中学校ＰＴＡ 

（12）子ども会 

・団体の名称が一部変更した。

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的と

するコミュニティ 

（８）小和田小学校こわだ会の代表 

（12）杉の子こども会の代表 

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、前項の団体が構成員であることが

明確であるか。 

名簿に、「規約第５条（３）～（１３）」に規定される

団体名が記載されている。 

・申請時と同様で変更無し。

(4) 
申請団体の規約に、公募により選出される構成

員について規定されているか。 

規約第５条（１４）に規定あり。 ・規約変更に伴い、号ずれあり。

規約第５条（１５）に規定あり。

(5) 

申請団体の規約に、申請団体の活動又は事業に

活動区域の誰もが参加できることが規定され

ているか。 

規約第９条、第１７条～第１９条に部会の規定あり。

小和田地区まちぢから協議会部会規程で必要な事項を

定めている。 

・申請時と同様で変更無し。

※部会を設置し、誰もが気軽に参加できる協議の

場づくりを進めている。 

(6) 

申請団体の規約に、運営が民主的に行われる仕

組みが規定されているか。 

規約第９条第２項及び第３項に過半数の出席、多数決

といった意思決定の方法が規定されている。 

・申請時と同様で変更無し。

※定期的に広報紙を発行し、協議会の取り組み等

を広く発信している。 

(7) 

申請団体に関する、目的、名称、主として活動

する区域、主たる事務所の所在地、代表者に関

する事項、会議に関する事項が規定された規約

があるか。 

規約第３条に目的、第１条に名称、第２条に主として

活動する区域、第１条に主たる事務所の所在地、第８

条に代表者に関する事項、第９条に会議に関する事項

が規定されている。 

・申請時と同様で変更無し。

(8) 

申請団体の規約に、営利的活動、宗教的活動、

政治的活動を主たる目的とする事業が行われ

ないことが読み取れるか。 

・別紙事業報告書のとおり、規約第３条に規定さ

れた目的達成に関する事業のみを行っている。 

1



小和田地区まちぢから協議会規約 

第 1 条（名称及び所在地） 
本会は小和田地区まちぢから協議会と称しその所在地を小和田地区

コミュニティセンター（小和田１－２２－６０）内とする。

第 2 条（区域） 
 本会の活動区域は市長が告示する小和田地区の区域とする。 

第 3 条（目的） 
本会は地域における課題解決のために小和田地区を代表する組織と

して新たな地域コミュニティを形成し自主的かつ主体的に活動する

とともに市と協働して住みよい地域社会を構築する事を目的とする。 
第 4 条（事業） 

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
１）住民相互及び各種団体の交流と親睦に関すること

２）住民参画の促進に関すること

３）地域のあり方や目指すべき方向性の検討に関すること

４）地域課題を共有しその解決のための検討、提案及び実施に関す

ること

５）文化・福祉の向上、生活環境の保持改善に関すること

６）その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

第 5 条（委員） 
本会には次に掲げる者からなる委員を置くものとする。 
１）市長が告示する小和田地区に属する単位自治会の代表

２）小和田地区コミュニティセンター管理運営委員会の代表

３）小和田地区社会福祉協議会の代表

４）小和田地区民生委員児童委員協議会の代表

５）小和田小学校区青少年健全育成推進協議会の代表

６）松林学区青少年育成推進協議会の代表

７）松林地区体育振興会の代表

８）小和田小学校こわだ会の代表

９）松林小学校ＰＴＡの代表

10）赤羽根中学校保護者と教師の会の代表

11）松林中学校ＰＴＡの代表

12）杉の子こども会の代表

13）みんなのこわだボランティアセンターの代表
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14）（社）辻堂西口ＹＵ-ＺＵルームの代表 

15）公募による者（若干名）

16）本会が推薦する者

２ 委員の任期は２年間とする。ただし再任を妨げない。 
 ３ 欠員による補充委員の任期は前任者の残任期間とする。 

第 6 条（役員） 
本会には次の役員を置く。 
１）会長 1 名 
２）副会長 2 名

３）書記 1 名 
４）会計 1 名 
５）監事 2 名 

 ２ 前項の役員は総会において委員の中から互選により選任する。 
第 7 条（役員の任期） 

役員の任期は 2 年とする。ただし再任は妨げない。 
 ２ 欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 

第 8 条（役員の職務） 
役員は次の職務を行う。 
１）会長は本会を代表し会務を統括する。

２）副会長は会長を補佐し会長に事故がある時にはその職務を代理

する。

３）書記は事務局を統括する。

４）会計は会計事務を処理する。

５）監事は本会の会計事務の状況及び業務執行について監査を行い

結果を定期総会で報告せねばならない。

第 9 条（会議） 
本会の会議は総会、役員会、委員会及び部会とする。 

２ 会議は部会を除き各会議を構成する者の過半数が出席しなければ開

くことができない。ただし、総会については委員のうち委任状の提出

があった者は出席とみなす。 
３ 会議の議事は出席者の過半数で決し可否同数の場合は議長が決する。 

第 10 条（総会） 
総会は委員をもって構成し会長が招集するものとする。その議長は

出席した委員の中から選任する。 
２ 総会は定期総会と臨時総会とする。 
３ 定期総会は年度当初に開催する。 
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４ 臨時総会は会長が認めたとき又は委員の 3 分の１以上からの要求が

あるときには招集しなければならない。 
第 11 条（総会の議決事項） 

１）事業報告および決算に関すること。

２）事業計画および予算に関すること。

３）本会の役員の選任に関すること。

４）協議会が推薦する者及び公募による委員の承認に関すること。

５）規約の制定及び改廃に関すること。

６）本会の組織及び運営方針に関すること。

７）その他委員から提案された事項に関すること。

第 12 条（総会の議事録） 
総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければ

ならない。 
１）日時及び場所

２）委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員を含む）

３）開催目的、審議事項、議決事項

４）議事の経過の概要及びその結果

５）議事録署名人の選任に関すること。

２ 議事録には議長及びその総会において選ばれた議事録署名人 2 名

の署名押印をしなければならない。 
第 13 条（役員会） 

 役員会は役員（監事を除く。）、部会長、及び自治会長をもって構成

し会長が招集する。更に第５条に掲げる団体の代表者の参加が必要な

場合には会長が招集する。 
２ 役員会の議長は本会の会長が就く。 
３ 役員会では必要に応じて本会の委員以外の者に出席を求め意見を

聞くことができる。 
第 14 条（役員会の審議事項） 

役員会では次の事項を審議する。 
総会及び委員会に付議する事項や本会運営全般についての調整に関

する事項。 
第 15 条（委員会） 

 委員会は委員をもって構成する。 
２ 委員会の議長は本会の会長が就く。 
３ 委員会は会長が必要と認めたときに招集する。 
４ 委員会には委員以外の者の出席を求め意見を聞くことが 
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できる。 
第 16 条（委員会の議決事項） 
     委員会は次の事項を議決する。 

１）総会及び役員会に付議すべき事項。 
     ２）部会が協議した事業に関する事項。 
     ３）部会間及び各団体間の連絡調整に関すること。 
     ４）新たな部会の設置に関すること。 
     ５）部会長の選任に関すること。 
     ６）総会及び役員会で議決された事項の執行に関すること。 
     ７）総会及び役員会の議決を要しない会務の執行に関すること。 

８）委員の公募について募集手続きに関すること。 
     ９）本会に寄せられた意見及び提案事項に関すること。 
     10）その他委員から提案された事項に関すること。 
    ２ 委員会開催の議事録を残すこと。 
第 17 条（部会） 

部会は委員と部会員をもって構成する。 
２ 各部会には委員会が委員の中から選んだ部会長と部会の中から選

んだ副部会長を置く。 
３ 部会は委員会または部会長が必要と認めたときに招集する。 
４ 部会長及び副部会長の任期は 2年とする。ただし、再任は妨げない。 

第 18 条（部会長及び副部会長の任務） 
部会長及び副部会長は次の任務を行う。 
１）部会長は担当部会を代表し部会の運営を統括する。 
２）副部会長は部会長を補佐し部会長に支障がある場合にはその任

務を代行する。 
第 19 条（部会の協議事項） 

 部会は所掌する事項について調査・審議し委員会からの命を受け各

種の事業を実施する。 
２ 部会名及び所掌する事項は別に定める。 

第 20 条（事務局） 
     事務を処理するために事務局を置く。 
    ２ 事務局には委員会が推薦する者をおくことができる。 
第 21 条（事務局の所掌事務） 
     事務局は次の事務を行う。 
     １）会議への出席 
     ２）会議の開催通知及び会議資料に関すること。 
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３）議事録の作成に関すること。

４）市や諸団体等との連絡調整に関すること。

５）その他本会の運営に必要な事項に関すること。

第 22 条（住民等からの意見等の取扱い） 
会議で出された意見等の他小和田地区の住民及び各種団体から寄せ

られた意見等は事務局が取りまとめ委員会に報告する。 
第 23 条（事業・会計年度） 

事業及び会計年度は毎年 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日とする。 
第 24 条（運営経費） 

 本会の運営のための経費は補助金やその他の収入をもって充てる。 
第 25 条（必要事項） 

その他本会の運営について必要な事項は別に定める。 

附則 この規約は平成 26 年 10 月 29 日から施行する。 

２ この規約の成立後、最初の委員・役員の任期は、第 5 条の 2 及び第 7 
条の規定にかかわらず、26 年度末までとする 

附則 この規約は平成 28 年 4 月 24 日から施行する。 

附則 この規約は平成 29 年 4 月 23 日から施行する。 

附則 この規約は令和 3 年 4 月 17 日から施行する。 

附則 この規約は令和 4 年 4 月 16 日から施行する。 
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ＮＯ 役 職 氏 名 所属団体

1 会　長  新倉　昭人  本宿自治会会長

2  副会長  雫石　剛  協議会推薦（菱沼小和田自治会）

3 副会長  島﨑　久雄  小和田地区コミュニティセンター管理運営委員会会長

4 書　記  小林　幸久  協議会推薦（菱沼小和田自治会）

5 会　計  宗田　真由美  協議会推薦（赤松自治会）

6 監　事  日比　雅美  新宿自治会会長

7 * 監   事  小林　範夫  協議会推薦（赤松町自治会）

8  広　報  香山　隆  協議会推薦（新宿自治会）

9 委　員  眞壁　章  小和田地区民生委員児童委員協議会会長

10 * 山下　眞人  小和田地区社会福祉協議会会長

11  鈴木　徳信  松林地区体育振興会代表

12 (5月迄)  中田　一夫  (社）辻堂西口Yu-Zuルーム代表

13  八幡　弘徳  みんなのこわだ ボランティアセンタ－長

14 * 安西　保夫  菱沼小和田自治会会長

15 * 桜井　宏  赤松町自治会会長

16 * 風岡　学  赤松自治会会長

17 (推薦)  下山　博  協議会推薦（プランヴェ－ル湘南茅ヶ崎自治会）

18 * 宮永　正一  プランヴェ－ル湘南茅ヶ崎自治会副会長

19  斎藤　里子  小和田小学校区青少年健全育成推進協議会会長

20  川原　葉月  小和田小学校こわだ会代表

21 (5月迄)  奥山　瞳  赤羽根中学校保護者と教師の会代表

22  渡辺　冨美子  松林学区青少年育成推進協議会代表

23  田原　香奈子  松林中学校PTA会長

24 * 小平　千春  松林小学校PTA代表

25 * 古宮　澄(サヤカ)  杉の子こども会会長

26  高木　眞由美  協議会推薦（本宿自治会）

27  澤本　ちえ子  協議会推薦（新宿自治会）

28  須藤　亮  公募委員（新宿自治会）

地区担当  池亀　美和  市民自治推進課主事

オブザーバー  大野   洋(ヒロシ)  小和田小学校校長

＊：新就任

　　令和４年度小和田地区まちぢから協議会委員名簿 
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前年度の活動報告書及び収支決算書                    

小和田地区まちぢから協議会 令和３年度 実績報告 

１ 会議等の実施 

（１）総会、役員会、委員会 

日 付 会議の名称 主な内容、出席者等 

令和３年４月６日 委員会 ○令和３年度定期総会に向けた準備について 

○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会３月定例会（３／１０ 

開催）の報告について 

○各部会・団体からの連絡・報告事項について 

○その他 

令和３年４月１７日 総会 議案第１号 協議会推薦委員の選任について 

議案第２号 委員の確認・承認について 

議案第３号 新役員の選任について 

議案第４号 規約の一部変更について 

議案第５号 令和２年度事業報告および収支決算・監査結 

果について 

議案第６号 令和３年度事業計画及び収支予算について 

令和３年４月２７日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討 

令和３年５月４日 委員会 ○全員による自己紹介 

○まちぢから協議会についての説明（新任委員のために） 

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について 

○その他 

令和３年５月２５日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討 

令和３年６月１日 委員会 ○全員による自己紹介（前回欠席した委員のみ） 

○まちぢから協議会についての説明（新任委員のために） 

○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会５月定例会（５／１２

開催）の報告について 

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について 

○その他 

令和３年６月２９日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討 

令和３年７月６日 委員会 ○令和３年度市長と語る会について 

○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会６月定例会（６／９ 

開催）の報告について 

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について 

○その他：公募委員について 

令和３年７月２７日    役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討 

令和３年８月３日 委員会 ○公募委員の状況について 

○令和３年度市長と語る会について 

○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会７月定例会（７／１４ 
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開催）の報告について 

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について

○その他

令和３年８月３１日 役員会 〇委員会開催のための事前の議題検討 

令和３年９月７日 委員会 ○市長と語る会について

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について

○その他

令和３年９月２８日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討

令和３年１０月５日 委員会 ○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会９月定例会（９／

８開催）の報告について 

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について

○その他

令和３年１０月２６日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討

令和３年１１月２日 委員会 ○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会１０月定例会（１０／

１３開催）の報告について 

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について

○その他

令和３年１１月３０日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討

令和３年１２月７日 委員会 ○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会１１月定例会（１１／

１０開催）の報告について 

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について

○その他：新年委員会について

令和３年１２月２２日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討

令和４年１月５日 委員会 ○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会１２月定例会（１２／

８開催）の報告について 

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について

○全員による年頭でのスピーチ

○その他：新年度の予定の確認について

令和４年１月２５日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討

令和４年２月１日 委員会 ○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会１月定例会（１／

１２開催）の報告について 

○各部会・各団体からの連絡・報告事項について

○ＣＤ・ビデオの放映

１）自転車を安全に利用するために

２）小和田まち協１月度委員会のビデオ映写

○フリーディスカッション

○その他

令和４年２月２２日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討

令和４年３月１日 委員会 ○令和４年度定期総会に向けた準備について

○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会 2 月定例会（２／
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９開催）の報告について 

令和４年３月２９日 役員会 ○委員会開催のための事前の議題検討 

 

（２）福祉部会 

日 付 会議の名称 主な内容、出席者等 

令和３年６月１７日 第１回部会 ○昨年度３月声かけ訓練が多くの共感を呼んだ。本年度中 

に発展させた訓練を実施する予定。 

令和３年７月８日 第２回部会 ○地区懇談会パート１４として令和４年３月１２日を開催 

日に決定。部員全員ではなく小委員会としてメンバー限定 

し、具体的な開催の準備を行う。 

○年内にこわだ会を主な参加者とする「認知症サポーター 

養成講座」を開く。 

令和３年８月１９日 第３回部会 ○認知症サポーター養成講座の名前にとらわれず、わかり 

やすい講座とする。前回の講座で警察署の話と、市の高齢 

福祉介護課の話は好評につき今回の講座に盛り込む。 

○講座の開催日は令和４年１月２０日に決定。 

令和３年９月１６日 第４回部会 ○講座のより詳細な内容の確認をした。こわだ会からは 

１５人とし参加者を募集する。１０時から２時間の予定。 

講義内容は包括と市で検討した結果をメンバーで共有す 

る。その中には、認知症の病気についてのビデオや模擬訓 

練に備えての声かけ訓練のポイント講習もある。 

令和３年１１月１８日 第５回部会 ○こわだ会からの報告あり。独自に作成したチラシで募集 

をかけた結果、１０名の応募があり関係者５人を含むと予 

定の１５人となった。特筆すべきはチラシに記載の QR コ 

ードでの応募だった。 

○３月１２日の模擬訓練について話し合った。参加者３０ 

名で２地区で分散開催。チャレンジパーク周辺と熊野神社 

周辺がその候補地となった。 

令和３年１２月１０日 第６回部会 ○１月２０日開催予定の講座の詳細を話した。警察の講話 

は中止。代わって高齢福祉介護課が範囲を広げて話す。 

○３月１２日の訓練について詳細を話し合った。認知症役 

２、３人に加えダミーをそれぞれ１人づつ追加配置。その 

認知症役はビブスなしでより実践に近い形とする。間違い 

の発生を防ぐため地区の自治会と情報共有する。 

令和４年１月１８日    第７回部会 ○認知症サポーター養成講座は新型コロナウイルス感染防 

止の為延期し３月１２日（土）開催する。２月１７日予定 

の福祉部会は中止。 

〇模擬訓練３月１２日は次年度以降に実施。 

〇コロナ禍での地域活動開催について 

令和４年３月１２日     第８回部会 〇本日の講座はマン延防止の延長で中止となった。 
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〇部会員１３名中８名が地区社協から参加。まち協の行事

なのか混乱するとの意見から。この部会は本日で解散

し、新たに来期以降まち協福祉部会として組織する。 

（３）広報部会 

日 付 会議の名称 主な内容、出席者等 

通年 広報活動事業の検

討 

○時期に応じて広報紙発行、各種所属団体のイベント周知

等に伴うホームページ更新 

令和３年５月１８日 第９回部会 ○「広報部会」今年度の進め方について

○各部会活動の紹介

令和３年７月２０日 第１０回部会 ○各メンバーの活動状況報告

○まちぢからニュースのこれからについて

令和３年９月２０日 第１１回部会 ○定例会の活動報告

○広報活動のフリーディスカッション

令和３年１１月１６日 第１２回部会 ○まちぢからニュース５１号の企画内容の検討

○小和田地区ホームぺージの掲載内容について

令和４年１月１０日 第１３回部会 ○まちぢからニュース５１号の進展状況

○小和田地区まち協ホームページのリニュアルについて

令和４年３月１５日 第１４回部会 ○令和５年度の活動計画検討

○まちぢからニュースの進行状況

（４）辻堂駅西口周辺まちづくり部会 

日 付 会議の名称 主な内容、出席者等 

令和３年４月２０日 第２０回企画検討

会 

○みちの愛称の投票集計作業

投票総数 2833 票→約 566 人が投票 

8 つの通りの愛称決定 

○投票結果の周知方法検討

○愛称考案者に対する賞品の贈呈について

令和３年５月１1 日 第２１回企画検討

会 

○贈呈する賞品の内容について

→ソーラーモバイルバッテリーに決定

○みちの愛称周知の為のチラシ枚数等の検討

○みちの愛称の看板作成についての検討(枚数・材質等)

令和３年６月８日 第２２回企画検討

会 

○まち歩きをし、看板設置場所の選定・設置交渉者の確認

○看板設置の費用・作成方法についての検討

令和３年７月１３日 第２３回企画検討

会 

○シンポジウム開催について(みちの愛称プロジェクトの

取組を地域に広く周知)

○看板設置個所及びデザインの確認

令和３年８月１０日 第２４回企画検討

会 

○看板作成方法の決定(費用等も考慮し耐候性フィルムを

使用し手作りで作成)
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○看板設置費用捻出について(多少予算オーバーになる為)

令和３年９月１４日 第２５回企画検討

会 

○看板設置費用のまとめ

○赤松さくら通り・市境通りの設置個所再選定

令和３年９月３０日 ○みちの愛称看板作成

令和３年１０月１３日 ○みちの愛称看板取付

令和３年１０月１９日 

 

第１回小和田地区

防災“も”まちづ

くりシンポジウム 

○シンポジウムの目的について

○シンポジウムの開催について

・内容・開催方法・スケジュール

令和３年１2 月１４日 第２回小和田地区

防災“も”まちづ

くりシンポジウム 

○シンポジウムの内容(プログラムの内容・発表内容

○開催方法(会場選定、申し込み・受付方法、チラシ案・

ポスター案、今後のスケジュール) 

令和４年１月１８日 第２.５回小和田地

区防災“も”まち

づくりシンポジウ

ム 

○シンポジウムプログラム、当日の登壇者の決定

○開催方法(サテライト)

○申し込み状況

令和４年２月２２日 第３回小和田地区

防災“も”まちづ

くりシンポジウム 

○コロナによるシンポジウム延期の説明

（５）交通安全部会 

日 付 会議の名称 主な内容、出席者等 

令和３年４月８日 第１０２回部会 ○部会員の自己紹介

○東小和田交差点 自転車の安全走行の啓発活動実施状況

と今後の展開について 

令和３年４月２２日 第１０３回部会 ○小和田小学校１年生の歩行訓練への参加協力について

○東小和田交差点 自転車啓発活動実施状況について

令和３年５月２０日 第１０４回部会 ○１年生歩行訓練の報告

○東小和田交差点啓発活動報告

令和３年６月３日 第１０５回部会 ○東小和田交差点啓発活動報告

○松林小への通学路の一方通行確認

令和３年７月８日 第１０６回部会 ○市長と語る会について

○通学路の安全確保について

令和３年７月２２日 第１０７回部会 ○今年度の通学路改善提案について、こわだ会より説明

○東小和田交差点啓発活動、アナウンス文の強化検討

○通学路の清掃活動について

令和３年９月２日 第１０８回部会 ○市長と語る会の報告

○東小和田交差点啓発活動に菱沼小和田自治会および民生

委員が追加 

○通学路改善案の現地確認の報告
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○通学路清掃活の実施報告

令和３年１０月７日 第１０９回部会 ○松林通りのクリーンベルト拡幅および小学校南側のハン

プ設置案の説明…道路管理課より 

○東小和田交差点啓発活動は警察の要望で以降は水曜とす

る 

○みちの愛称プロジェクト、新宿、菱沼小和田、本宿地区

への展開 

令和３年１０月２１日 第１１０回部会 ○東小和田交差点啓発活動、赤羽根中学校と小和田小学校

にも録音依頼 

○通学路改善案の継続検討

○みちの愛称プロジェクトのため、まちづくり部会に参

加、都市政策課にも提言をもとめる 

令和３年１１月４日 第１１１回部会 ○みちの愛称プロジェクト 赤松町以外の小和田地区での

進め方について 

○東小和田交差点、小学校の啓発文録音が完成

令和３年１２月２日 第１１２回部会 ○小学校自転車安全講習会について

○２/２８のゾーン３０キャンペーンについて

○小出七福神めぐりについて

○みちの愛称プロジェクト、各地区の素案検討

○通学路改善提案の回答（１回目）

令和３年１２月１６日 第１１３回部会 ○みちの愛称プロジェクトの選定終了、アンケート実施へ

○通学路改善案の回答の確認と対応検討

令和４年１月２５日 第１１４回部会 ○小出七福神めぐりの報告

○東小和田交差啓発活動、中学校の録音完成、自転車走行

に効果が感じられる 

○松林通りの中央線消去、路側帯の拡張に向け要望書を作

成する 

令和４年２月３日 第１１５回部会 ○松林通りの直線部分中央線消去の要望書を提出

○ゾーン３０啓発活動について

○みちの愛称プロジェクト、２/２４に実際に歩き確認

令和４年２月１７日 第１１６回部会 〇ゾーン３０啓発活動最終打合せ 

〇自転車の盗難・事故防止啓発活動 

本宿町の市営駐輪場にての啓発活動検討 

令和４年３月３日 第１１７回部会 〇令和３年度通学路改善提案 

 神輿堂の反対側の通学路は 3/15 完成予定 

〇ゾーン３０啓発活動は 2/28 に実施済み 

 次年度に向けて反省点を列記した。 

〇自転車の盗難・事故防止啓発活動は本宿町の 

市営駐輪場にて 3/21～3/30 にて実施する 
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（６）防災部会 

日 付 会議の名称 主な内容、出席者等 

令和３年４月２１日 第８回部会 〇令和３年度防災部会の活動について 

〇安否確認訓練の状況について 

〇安否確認訓練の関連資料についてについて 

令和３年５月１９日 第９回部会 〇新メンバー自己紹介 

〇安否確認訓練について 

〇防災リーダーのフォローアップ研修について 

〇令和３年災害対策地区防災拠点打合せ会について：防災

対策課 

令和３年６月１６日 第１０回部会 〇安否確認訓練結果について 

〇安否確認訓今後の課題について 

令和３年７月２１日 第１１回部会 〇防災全般の意見交換について 

令和３年９月１５日 第１２回部会 〇防災部会下期の活動について 

〇防犯部会の設置について 

〇夜間のパトロールについて 

〇下校時の見守りについて 

令和３年１０月２０日 第１３回部会 〇令和３年度下期の防犯活動について 

〇悪質な訪問販売について 

令和３年１１月１７日 第１４回部会 〇令和３年度下期の防犯活動について 

〇次回部会への「小和田小学校こわだ会」の出席について 

令和３年１２月１５日 第１５回部会 〇小和田小学校区「あんぜんマップ」について 

令和４年１月１９日 第１６回部会 〇令和３年度防災部会のまとめについて 

〇令和４年度における防犯に関する部会活動について 

令和４年２月１６日 第１７回部会 〇令和４年度における防災部会の活動について 

〇令和４年度における防犯に関する部会活動について 

令和４年３月１６日 第１８回部会 〇令和４年度の活動計画について 

 

２ 各種会議を除く事業（市民集会・防災訓練など） 

日 付 事業名 内 容・実施体制・参加者数 

約２ヶ月に１回 広報紙発行事業 次頁記載 

令和３年４月～ みちの愛称プロジェクト 

（全８回） 

次頁記載 

令和３年４月～ 東小和田交差点啓発活動 次頁記載 

令和３年８月２６日 市長と小和田地区の未来を創る会 次頁記載 

令和４年１月１０日 相州小出七福神巡り 次頁記載 

令和４年２月２８日 ゾーン３０交通安全キャンペーン 次頁記載 

令和４年３月２１日～ 盗難・事故防止キャンペーン 次頁記載 
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（１）広報紙発行事業 

  〈概  要〉 原則委員会実施後に議事等の情報について周知を図る目的として約２ヶ月に１回

発行。紙面を通し定期的に各部会の参加者を募っている。継続的に発行をしている

ため、協議会の活動周知につながっている。 

〈発行部数〉５,５００部／１回  全３回発行（令和３年度） 

〈配布方法〉 自治会に配布を依頼しているほか、地区コミュニティセンターに配架。 

 
  

 

（２）みちの愛称プロジェクト 

  〈日時〉第２０回：令和３年４月２０日 

      第２１回：令和３年５月１１日 

      第２２回：令和３年６月８日 

      第２３回：令和３年７月１３日 

      第２４回：令和３年８月１０日 

      第２５回：令和３年９月１４日 

      看板作成：令和３年９月３０日 

      看板取付：令和３年１０月１３日 

  〈概要〉 日常生活の利便性の向上と地域特性を活かしたまちづくりへの展開を図るため、赤松

町内８本の小路を指定し、各世帯や小学校への愛称募集を行って愛称を決定した。手作

り製作した看板を、まち歩きによって選定した場所に設置した。 

   
 

 

 

５０号 
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（３）東小和田交差点での自転車啓発活動 

〈日時〉令和３年４月～ 

〈概要〉辻堂駅近辺の開発に伴い、交通量が急速に増加した東小和田交差点において、自転車の

マナー改善を目的に啓発活動を行った。感染対策として、直接の声掛けをせず、スピー

カーにて啓発音声を流し、啓発プレートを持って自転車や歩行者にアピールした。

〈参加者〉約１０名 

（４）市長と小和田地区の未来を創る会 

〈日時〉令和３年８月２６日 

〈概要〉「with コロナ」の新時代を生き抜くために、小和田地区が行政と語り合う場として、市

民集会とは異なる「市長と未来を創る会」を企画した。 

当地区の代表が市の幹部と共にこの小和田地区を語り、小和田地区まちぢから協議会と

して何ができるのかを目途として、行政とのパートナーとしての認識を更に深めていく

ために実施した。 

〈内容〉令和３年度取り組みの報告と意見交換 

〈参加者〉１５名（内行政からの出席者７名） 
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（５）相州小出七福神巡り 

  〈日時〉令和４年１月１０日 

  〈概要〉 小出地区にある七福神を祀った寺院を巡る小和田コミセン主催事業と共催し、「七福

神巡り」を開催した。外出自粛が続く中、寺院を巡ることで気分転換ができ、健康増

進・維持など健康面への効果が期待できる。コロナ禍の為、有志を募りダイチャリを利

用して巡った。 

〈参加者〉６名  

     
 

 

（６）ゾーン３０交通安全キャンペーン 

〈日時〉令和４年２月２８日 

  〈概要〉歩行者、通学児童、自転車等の安全な通行を確保することを目的として、区域（ゾー

ン）を定めて最高速度３０キロメートルの交通規制を実施。辻堂駅西口付近で、通勤・

通学途中の方々に向けてスピーカーで告知し、また、ゾーン３０エリア内を歩いて啓発

活動を行った。 

〈参加者〉２１名（内行政からの出席者４名、茅ケ崎警察署からの出席者２名） 
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（７）盗難・事故防止キャンペーン

〈日時〉令和４年３月２１日 

〈概要〉市内で自転車盗難が多数発生していることから、自転車の施錠・防犯登録の実施、路 

上放置の防止等を重点的に啓発活動を行う。東小和田交差点での自転車啓発活動と同

様に、地域団体による啓発文を録音し、本宿町自転車駐輪場で流す。 

〈備考〉写真（右）の啓発品の３０個を早々に配布し終えた。 

３ その他 

【チャレンジパークの枝垂れ桜】 

円蔵にお住まいの篤志家の方から、枝垂れ桜を寄付していただいた。当まちぢから協議会の新倉 

会長が中心となって植え付け作業を行った。美しい花を付け始めている。 
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予算額 決算額 内　訳

250,000 250,000 運営費等助成金　 　250,000円

30,000 みちの愛称プロジェクト看板設置事業費として  30,000円

4,800
みちの愛称プロジェクト看板設置事業費として
（YU-ZUルーム使用料）　　  4,800円

250,000 284,800

支出の部

予算額 決算額 内　訳

　【本部】

　事務消耗品費 20,000 5,906 事務用品、消耗品

　会議費 55,000 25,349 会議費

　印刷製本費 20,000 20,501 印刷・コピー

　通信運搬費 3,000 0 切手代

　事業費 19,000 16,500 保険料等

　負担金 10,000 10,000 まちぢから協議会連絡会負担金

　旅費交通費 15,000 0 まちぢから協議会連絡会旅費交通費等

　研修費 15,000 0 まちぢから協議会連絡会研修費等

　備品 0 19,800 啓発活動用アンプ

　その他 1,000 0

小計（本部） 158,000 98,056

　【部会】

　交通安全部会 15,000 11,975 印刷・コピー、事業費

　福祉部会 10,000 6,965 印刷・コピー

　広報部会 45,000 89,271 印刷・コピー、HP等

　辻堂駅西口周辺まちづくり部会 20,000 74,442 印刷・コピー、みちの愛称プロジェクト事業費（協賛金充当）

　防災部会 2,000 4,090 印刷・コピー

地域集会施設の在り方部会 0 0

小計（部会） 92,000 186,743

合計（本部+部会） 250,000 284,799

小計

市への返還金 1

250,000 284,799

令和4年4月5日

会長　新倉　昭人　

会計　宗田　真由美　

監事　日比　雅美 

監事　永合　正行　

上記の通り令和３年度収支決算を報告致します。

令和３年度収支決算について監査の結果、適正であると認めます。

令和3年度　小和田地区まちぢから協議会収支決算書

収入の部

合　　計

項　目

補助金（市より）

その他

合　　計

項　目

特
定
事
業
費

協賛金

YU-ZUルーム使用料（SunBeamより）

運
営
費
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当該年度の活動計画書及び収支予算書 

令和４年度小和田地区まちぢから協議会事業計画 

１ 茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例に係る事務について 

（１） 各種提出書類の作成

（２）認定コミュニティ助成金（運営事業助成金・特定事業助成金）の申請に係る事務

２ 協議の場の創出に関すること 

（１） 部会の開催

部会名 令和４年度 計 画 

交通安全 ・小和田小学校通学路の安全確保への取組み

・東小和田交差点での自転車安全運転啓発活動の実施

・自転車の盗難・事故防止活動の実施

広報 ・ホームページの充実

ワードプレスの定着＆他地区まち協への支援

・小和田地区まちぢからニュースの発行

５３号、５４号、５５号の発行

辻堂駅西口周辺

まちづくり 

・5/15 シンポジウム開催

まとめ＆反省会後一時活動休止 

防災 ・安否確認メニューの立案及び提案の実施

・防災訓練メニューの立案及び提案の実施

福祉 

地域集会施設 

の在り方 

「こわだみらい部会」 

に統合する 

福祉部会の取組みは 

地区社協が実施する 

・新たに小和田地区を住みやすく、人生１００年時代

に対応するための検討の開始

・メンバーを新たに募集して、今年度は小和田地区の

現状分析の実施

３ 事業に関すること 

コロナ禍における地域活動について検討していく。（市⾧と語る会・防災訓練等）
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予算額 内　訳

250,000 運営費等助成金

250,000

支出の部

予算額 内　訳

　【本部】

　事務消耗品費 10,000 事務用品、消耗品

　会議費 10,000 会議費用

　印刷製本費 10,000 印刷・コピー（委員会での部会実績は口頭で）

　通信運搬費 3,000 切手代

　事業費 13,000 市長と語る会、まち歩き・サイクリング・保険等

　負担金 20,000 まち協連絡会負担金、YUｰZUルーム負担金

　旅費交通費 10,000 まち協連絡会旅費交通費等（１０人*２回）

　研修費 10,000 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会研修費等

　その他 5,000

   本部小計： 91,000

　【部会】

  交通安全部会 70,000 看板等（みちの愛称プロジェクト）

　広報部会 78,000 広報紙（26000*3）
　辻堂駅西口周辺まちづくり部会 3,000 印刷・コピー

　防災部会 4,000 印刷・コピー

　仮称「未来部会」 4,000 印刷・コピー

   部会小計： 159,000

 運営費小計 250,000

特定事業費小計

市への返還金

250,000合　　計

その他

特
定
事
業
費

 令和４年度 小和田地区まちぢから協議会収支予算書

収入の部

項　目

補助金

合　　計

項　目

運
営
費
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